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ま
た
、
徒
歩
や
自
転
車
な
ど
で

夜
間
に
外
出
す
る
際
に
は
、
明
る

い
服
装
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
昼

間
は
目
立
つ
赤
や
青
な
ど
の
服
装

も
夜
間
に
は
見
え
に
く
く
な
り
ま

す
。
車
の
ラ
イ
ト
は
歩
行
者
か
ら

は
眩
し
い
く
ら
い
に
明
る
く
見
え

ま
す
が
、
ド
ラ
バ
ー
か
ら
歩
行
者

を
確
認
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難

で
す
。
ま
た
、
今
月
下
旬
か
ら
子

ど
も
た
ち
も
冬
休
み
に
入
り
ま
す

の
で
交
通
事
故
に
は
十
分
注
意
し

ま
し
ょ
う
。

の
で
町
民
の
み
な
さ
ん
の
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

県
内
の
交
通
事
故
の
中
で
、
特

に
高
齢
者
の
交
通
事
故
が
大
変
増

え
て
い
ま
す
。
中
で
も
、
高
齢
の

歩
行
者
が
道
路
を
横
断
す
る
際
の

事
故
が
非
常
に
増
え
て
い
ま
す
。

　

車
の
速
度
は
意
外
に
速
い
も
の

で
す
。
道
路
を
横
断
す
る
際
は
、

左
右
を
よ
く
見
て
、
ゆ
と
り
を

も
っ
て
渡
り
ま
し
ょ
う
。

　

ド
ラ
イ
バ
ー
の
み
な
さ
ん
、
今

の
時
期
は
、
日
が
短
く
夜
間
は
昼

間
よ
り
見
え
る
距
離
や
範
囲
が
狭

ま
り
、
危
険
の
発
見
が
遅
く
な
り

ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
ス
ピ
ー
ド
を

控
え
め
に
し
て
不
測
の
事
態
に
も

対
応
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

今
回
の
運
動
は
、
年
末
年
始
の

社
会
経
済
活
動
の
活
発
化
に
伴

い
、
交
通
量
が
増
加
す
る
こ
と
に

加
え
て
夜
間
に
外
出
す
る
機
会
も

増
え
る
た
め
交
通
事
故
が
多
発
す

る
こ
と
か
ら
、
県
民
総
ぐ
る
み
で

そ
れ
ぞ
れ
の
交
通
安
全
意
識
を
高

め
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
る
こ
と
を

目
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、

運
動
の
重
点
項
目
は
、
次
の
３
項

目
で
す
。

①
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

②
飲
酒
運
転
の
追
放

③
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
と
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の
徹
底

　

町
で
は
、
交
通
対
策
協
議
会
、

交
通
安
全
協
会
（
矢
吹
正
一
会

長
）、
交
通
安
全
母
の
会
（
深
谷

文
枝
会
長
）
の
み
な
さ
ん
の
協
力

を
得
な
が
ら
飲
食
店
訪
問
、
シ
ー

ト
ベ
ル
ト
の
実
態
調
査
な
ど
各
種

運
動
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す

　

年
末
年
始
の
何
か
と

あ
わ
た
だ
し
い
時
期
を

迎
え
、
交
通
事
故
の
多

発
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

こ
の
時
期
は
、
交
通
渋

滞
や
積
雪
・
凍
結
な
ど

に
よ
り
道
路
環
境
が
悪

化
し
、
ま
た
、
忘
年
会
、

新
年
会
な
ど
で
お
酒
を

飲
む
機
会
が
多
く
な
る

こ
と
か
ら
飲
酒
運
転
に

よ
る
重
大
事
故
も
発
生

し
て
い
ま
す
。
12
月
10

日（
土
）か
ら
来
年
の
１

月
７
日（
土
）ま
で
の
間

「
年
末
年
始
の
県
民
総

ぐ
る
み
運
動
」が
実
施

さ
れ
ま
す
の
で
町
内
か

ら
悲
惨
な
事
故
を
起
こ

さ
な
い
よ
う
に
注
意

し
、
よ
い
お
正
月
を
迎

え
ま
し
ょ
う
。
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☆交通死亡事故は、夕方から夜間にかけての時間帯に多発しています。こ
の時間帯は特に、事故に遭わないよう、また事故を起こさないよう注意し
ましょう。

時間別交通死亡事故発生状況（平成16年中）
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飲
酒
運
転
は
、
ビ
ー
ル
や
日
本

酒
な
ど
の
酒
類
や
ア
ル
コ
ー
ル
を

含
む
飲
食
物
を
摂
取
し
、
ア
ル

コ
ー
ル
分
を
体
内
に
保
有
し
た
状

態
で
運
転
す
る
行
為
で
す
。

　

ア
ル
コ
ー
ル
に
は
麻
酔
作
用
が

あ
り
、
脳
の
働
き
を
麻
痺（
ま
ひ
）

さ
せ
ま
す
。
お
酒
に
酔
う
と
、
顔

が
赤
く
な
る
、
多
弁
に
な
る
、
視

力
が
低
下
す
る
な
ど
の
変
化
が
表

れ
始
め
、
さ
ら
に
知
覚
や
運
動
能

力
を
司
る
部
分
が
抑
制
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
同
じ
話
を
繰
り
返
し

た
り
、
足
元
が
ふ
ら
つ
い
た
り
し

ま
す
。
で
す
か
ら
、「
飲
ん
だ
ら

運
転
は
し
な
い
」こ
と
が
ド
ラ
イ

バ
ー
の
常
識
で
す
。
必
ず
守
り
ま

し
ょ
う
。

　

ま
た
、
自
分
が
飲
酒
運
転
を
し

な
く
て
も
、
運
転
手
に
飲
酒
運
転

を
さ
せ
た
り
、
飲
酒
運
転
を
行
う

こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
人
に
車
両

を
貸
し
た
り
、
酒
を
す
す
め
た
場

合
は
、
処
罰
さ
れ
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。
飲
酒
運
転
は
、
死
亡
事
故

な
ど
の
重
大
事
故
に
つ
な
が
る
危

険
な
運
転
行
為
で
す
。

　

人
の
命
を
奪
い
、
運
転
し
た
人

自
身
の
将
来
も
奪
い
ま
す
。「
酒

を
飲
ん
だ
人
に
は
運
転
さ
せ
な

い
」「
運
転
す
る
人
に
は
酒
を
出
さ

な
い
、
す
す
め
な
い
」こ
と
も
大

切
で
す
。

　

ど
ん
な
に
、
気
を
つ
け
て
い
て

も
事
故
に
遭
う
可
能
性
は
０
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
平
成
16
年
に
県

内
で
交
通
事
故
に
よ
り
怪
我
を
な

さ
っ
た
方
は
約
１
万
９
千
人
で
し

た
。
そ
の
一
人
に
、
自
分
が
な
る

可
能
性
も
あ
る
は
ず
で
す
。

　

一
度
で
も
事
故
を
経
験
し
た
方

は
わ
か
る
と
思
い
ま
す
が
、
事
故

の
衝
撃
は
想
像
以
上
で
す
。
と
て

も
自
分
で
体
を
支
え
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
車
に
乗
っ
た
ら
必
ず

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
を
締
め
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
か
わ
い
い
わ
が
子
を
守

る
た
め
に
、
必
ず
チ
ャ
イ
ル
ド

シ
ー
ト
を
装
着
し
ま
し
ょ
う
。

　須賀川地区交通安全協会、須賀川警察署
などが主催する第22回須賀川・岩瀬地方
交通安全大会が、11月18日（金）須賀川市
文化センターで開催されました。
　この大会は、交通安全の輪を広げ悲惨な
交通事故を根絶し、安全で安心な住みよい
社会を実現することを目的に毎年実施され
ています。
　大会では、交通安全関係機関、団体から
約1,000人が出席、交通事故の根絶を誓っ
たほか、交通安全功労者などへの表彰を行
いました。鏡石町からは、滝田初枝さん（大
池）はじめ10名のみなさんと、鏡石町老人
クラブなど２団体が表彰されました。

　近年、交通事故の態様も複雑化し、その解決にお困りの方も多いことと思います。
（社）日本損害保険協会では、そんな方々のために全国に「自動車保険請求相談センター」を設置し、
自動車損害賠償責任保険並びに任意自動車保険の請求について無料でご相談をお受けしています。
突然の交通事故でもあわてずに、まずは相談してみてはいかがでしょうか。
　（社）日本損害保険協会東北支部　福島自動車保険請求相談センター
　〒960－8031　福島市栄町10－21（福島栄町ビル５Ｆ）　☎024－521－1295
□相談日　月曜日～金曜日（祝日を除く）　9:00 ～ 12:00・13:00 ～ 17:00
□弁護士相談日　毎週木曜日　13:00 ～ 16:00（予約制・相談無料・要面談）

●酔った状態で車を運転した場合
　３年以下の懲役又は50万円以下の罰金
　違反点25点
●酒気帯び運転の場合（呼気１リットル中
　0.15㎖以上のアルコールを体内に保有し
　た状態）の場合
　１年以下の懲役又は30万円以下の罰金
　違反点　13点（0.25㎖以上）
　違反点　６点（0.15 ～ 0.25㎖以上）

　上記のほか、悪質な飲酒運転により人を死
傷させた場合は、故意による犯罪とみなし「危
険運転致死罪」が摘要されます。
（最長15年の懲役）

　なお、飲酒運転をそそのかしたり、飲酒運
転となることを知りながら飲酒をすすめた場
合は、教示罪などとして処罰される場合があ
ります。

きびしいよ！
飲酒運転の罰則

12月 10日～１月７日

高
齢
者
の
み
な
さ
ん

気
を
つ
け
て

滝田初枝さんはじめ
      10 名と２団体が受賞
＝須賀川岩瀬地方交通安全大会＝

交通安全を訴えた鼓笛隊パレード（鏡石一小）

　
　
　
　
　

＝
年
末
年
始
の
交
通
事
故
防
止
県
民
総
ぐ
る
み
運
動
＝

シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は

大
切
な
命
綱

飲
酒
運
転
は
絶
対
に
ダ
メ
！優良運転者表彰を受賞する滝田さん

　　万が一、交通事故にあったら


